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第
二
次
世
界
大
戦
期
セ
ル
ビ
ア
占
領
ド
イ
ツ
軍
政
府
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

抵
抗
運
動
対
策
に
見
ら
れ
る
「
矛
盾
」
を
め
ぐ
っ
て
─

若　

林　
　

美　

佐　

知

は
じ
め
に

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
ア
メ
リ
カ
占
領
下
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
開
廷
さ
れ
た
一
二
の
「
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
継
続
裁
判
」（
一
九
四
六
年
一
〇

月
二
五
日
〜
一
九
四
九
年
四
月
一
四
日
）
の
う
ち
、「
第
七
号
事
件
」（
一
九
四
七
年
五
月
一
〇
日
〜
一
九
四
八
年
二
月
一
九
日
）
で
ド
イ
ツ
国

防
軍
の
戦
争
犯
罪
と
人
道
に
反
す
る
罪
が
裁
か
れ
た
。
こ
の
裁
判
の
主
な
訴
因
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
ド
イ
ツ
が
占
領
下
に
置
い
た
ユ
ー
ゴ

ス
ラ
ヴ
ィ
ア
と
ギ
リ
シ
ア
で
「
報
復
政
策
（Sühnem

aßnahm
en

）」
の
枠
内
で
行
な
わ
れ
た
民
間
人
大
量
殺
害
だ
っ
た
。「
報
復
政
策
」
と
は
、

占
領
軍
に
抵
抗
勢
力
の
活
動
に
よ
る
被
害
が
あ
っ
た
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
捕
え
て
お
い
た
人
質
を
報
復
と
し
て
殺
害
す
る
と
い
う
抵
抗
運
動
対

策
な
い
し
治
安
維
持
策
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
占
領
下
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
導
入
さ
れ
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
人
の
死
者
一
名
に
対
し
人
質
一
〇
〇

名
（
後
に
五
〇
名
）
を
殺
害
す
る
と
い
う
異
常
に
高
い
「
比
率
」
の
た
め
に
、
一
九
四
一
年
四
月
か
ら
一
九
四
四
年
一
〇
月
ま
で
ド
イ
ツ
軍
政

下
に
あ
っ
た
セ
ル
ビ
ア
で
も
多
く
の
人
々
が
犠
牲
に
な
っ
た
。「
第
七
号
事
件
」
で
起
訴
さ
れ
た
一
二
名
の
元
将
官
の
う
ち
六
名
は
セ
ル
ビ
ア



　　お茶の水史学　55号　　70

占
領
統
治
に
関
わ
っ
た
者
で
、
そ
の
う
ち
二
名
が
終
身
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
（
１
）。

　

報
復
政
策
は
一
般
市
民
を
抵
抗
運
動
に
加
担
さ
せ
な
い
た
め
の
脅
迫
手
段
だ
っ
た
が
、
有
効
と
ば
か
り
言
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
苛
酷

な
抑
圧
が
か
え
っ
て
一
般
市
民
を
抵
抗
運
動
側
に
追
い
や
る
可
能
性
が
懸
念
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
戦
争
が
長
期
化
す
る
に
つ
れ
て
人
質
確
保

と
労
働
力
不
足
と
の
兼
合
い
が
問
題
に
な
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
セ
ル
ビ
ア
の
ド
イ
ツ
軍
政
府
は
占
領
の
ほ
ぼ
全
期
間
に
わ

た
っ
て
報
復
政
策
を
完
全
に
放
棄
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
本
文
で
は
、
ま
ず
、
必
然
性
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
ド
イ
ツ
が
ユ
ー
ゴ

ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
戦
争
を
仕
掛
け
、
セ
ル
ビ
ア
を
軍
政
下
に
置
く
に
至
っ
た
事
情
を
、
つ
い
で
、
セ
ル
ビ
ア
の
抵
抗
運
動
と
ド
イ
ツ
の
対
抗
策
の

展
開
を
た
ど
っ
た
上
で
、
ド
イ
ツ
軍
政
府
の
報
復
政
策
へ
の
「
こ
だ
わ
り
」
を
、
人
質
と
労
働
力
双
方
の
不
足
へ
の
対
処
の
仕
方
を
見
る
こ
と

に
よ
っ
て
示
し
、
国
防
軍
に
よ
る
戦
争
犯
罪
の
要
因
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
に
触
れ
た
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
継
続
裁
判
「
第
七
号
事
件
」
で
終
身
刑
の
判
決
を
受
け
た
二
名
は
、
一
九
五
二
年
と
一
九
五
三

年
に
釈
放
さ
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
期
の
一
九
五
一
年
四
月
と
一
九
五
二
年
一
二
月
に
は
、
西
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
で
公
式
に
国
防
軍
の
名
誉
回
復

が
な
さ
れ
た
。
こ
の
事
情
の
背
景
に
は
冷
戦
が
あ
り
、「
西
側
」
が
西
ド
イ
ツ
の
軍
事
力
を
必
要
と
し
た
た
め
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
ド
イ

ツ
軍
が
さ
ま
ざ
ま
な
戦
争
犯
罪
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
は
、
以
後
不
問
に
付
さ
れ
て
い
く
。
元
軍
人
も
一
九
五
〇
年
代
に
多
く
出
版
さ
れ
た
回

想
録（２
）の
中
で
、
国
防
軍
は
ヒ
ト
ラ
ー
及
び
ナ
チ
と
は
距
離
を
置
い
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
敵
対
し
て
い
た
、
ユ
ダ
ヤ
人
絶
滅
政
策
な

ど
の
ナ
チ
犯
罪
と
は
無
関
係
だ
っ
た
等
々
と
主
張
し
た
。
こ
う
し
て
、
一
般
に
は
「
清
廉
潔
白
な
国
防
軍
」
像
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。

　

だ
が
一
九
六
〇
年
代
に
な
る
と
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ド
イ
ツ
軍
関
係
の
押
収
文
書
が
西
ド
イ
ツ
に
返
還
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
活
用
し
た

研
究
が
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
ナ
チ
体
制
な
い
し
ナ
チ
ズ
ム
と
ド
イ
ツ
国
防
軍
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
（
３
）。

学
界
の
こ
れ
ら
の
成
果
が

社
会
に
広
く
知
ら
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
社
会
研
究
所
（H

am
burger Institut für Sozialforschung

）
が
一
九
九
五
年

か
ら
一
九
九
九
年
に
か
け
て
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
各
地
で
開
催
し
た
展
示
会
「
絶
滅
戦
争
。
国
防
軍
の
犯
罪　

一
九
四
一
〜
一
九
四
四

年
（Vernichtungskrieg. Verbrechen der W

ehrm
acht 1941 bis 1944

）」、
通
称
「
国
防
軍
展
示
会
（W

ehrm
achtsausstellung

）」
で
あ
る
。
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こ
の
展
示
会
は
、
国
防
軍
が
セ
ル
ビ
ア
と
ソ
連
戦
線
で
民
間
人
、
特
に
ユ
ダ
ヤ
系
市
民
と
戦
争
捕
虜
の
大
量
虐
殺
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
写

真
資
料
で
視
覚
的
に
示
し
た
（
４
）た
め
、
見
学
者
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
だ
け
で
な
く
、「
国
防
軍
が
こ
れ
ら
の
犯
罪
に
積
極
的
に
、
そ
し
て
組
織

全
体
と
し
て
関
与
し
て
い
た
（
５
）」

と
い
う
テ
ー
ゼ
が
、
激
し
い
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
（
６
）。

国
防
軍
研
究
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
展
示
会
に
触
発
さ
れ

て
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
新
た
に
活
況
を
呈
し
て
い
る
が
、
多
く
は
ナ
チ
が
主
要
な
敵
と
見
な
し
た
ソ
連
と
の
戦
争
な
い
し
ソ
連
で
の
占

領
政
策
を
対
象
と
し
て
い
る
（
７
）。

本
稿
で
は
、
国
防
軍
が
主
体
と
な
っ
た
戦
争
犯
罪
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
軍
政
が
し
か
れ
た
セ
ル
ビ

ア（８
）の

事
例
を
取
り
上
げ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
国
防
軍
研
究
上
の
手
薄
な
部
分
を
補
う
た
め
で
も
あ
る
。

一　

ド
イ
ツ
の
戦
争
経
済
及
び
戦
略
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

（
一
）　

経
済
関
係
の
進
展

　

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
を
含
む
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
ソ
連
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
異
な
り
、
ド
イ
ツ
の
領
土
的
要
求
の
対
象
で
も
世
界
観
戦
争
の

標
的
で
も
な
か
っ
た
。
こ
の
地
域
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
何
よ
り
も
ド
イ
ツ
の
戦
争
経
済
を
補
完
す
る
役
割
で
あ
る
。

　

一
九
三
四
年
九
月
新
任
の
経
済
相
シ
ャ
ハ
ト
（H

jalm
ar Schacht

）
が
明
ら
か
に
し
た
ナ
チ
政
権
の
経
済
政
策
の
基
本
方
針
（「
新
計
画
」）

に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
経
済
の
重
点
は
軍
需
生
産
に
置
か
れ
た
。「
新
計
画
」
は
、
軍
需
生
産
に
不
可
欠
な
原
料
と
農
産
物
を
輸
入
す
る
必
要
か

ら
、
豊
富
な
鉱
物
資
源
と
余
剰
農
産
物
を
持
つ
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
、
将
来
的
に
ド
イ
ツ
支
配
下
の
広
域
経
済
圏
に
組
込
む
こ
と
を
目
標
に
し

た（９
）。

　

南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
中
で
は
、
石
油
の
埋
蔵
量
が
豊
富
な
ル
ー
マ
ニ
ア
と
並
ん
で
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
が
ド
イ
ツ
の
戦
争
経
済
に

と
っ
て
特
に
重
要
な
存
在
だ
っ
た
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
で
産
出
さ
れ
る
地
下
資
源
の
う
ち
、
ボ
ー
キ
サ
イ
ト
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
生
産
に
、
ク

ロ
ム
は
特
殊
鋼
生
産
に
欠
か
せ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る）（（
（

。
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ド
イ
ツ
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
と
一
九
三
四
年
五
月
一
日
に
通
商
条
約
を
結
ん
だ
。
ド
イ
ツ
は
、
こ
の
条
約
で
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
余
剰

農
産
物
に
対
す
る
特
恵
関
税
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
市
場
を
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
に
し
、

ド
イ
ツ
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
へ
の
経
済
的
浸
透
を
促
進
し
よ
う
と
し
た）（（
（

。
ド
イ
ツ
が
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
貿
易
に
占
め
る
割
合
は
、
一
九

三
三
年
と
一
九
四
〇
年
の
間
に
、
輸
入
で
は
一
三
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
五
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
、
輸
出
で
は
一
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら

三
六
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
昇
し
、
ド
イ
ツ
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
主
要
な
貿
易
相
手
国
と
な
っ
た）（（
（

。

　

原
料
を
確
実
に
確
保
す
る
た
め
、
一
九
三
〇
年
代
半
ば
か
ら
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
鉱
山
業
へ
の
ド
イ
ツ
企
業
の
資
本
参
加
が
進
ん
だ
。
そ
れ

ま
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
企
業
が
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
鉱
山
業
の
全
資
本
金
の
半
分
近
く
を
所
有
し
て
い
た
。
ま
た
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
大
の
銅
山

は
、
セ
ル
ビ
ア
の
ボ
ル
に
フ
ラ
ン
ス
資
本
が
設
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
ド
イ
ツ
資
本
が
活
発
に
流
入
す
る
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス

は
一
九
三
〇
年
代
末
に
な
る
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
か
ら
資
本
を
引
揚
げ
始
め
た
。
ド
イ
ツ
が
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
侵
攻
す
る
直
前
の
一
九

四
一
年
二
月
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国
立
銀
行
と
フ
ラ
ン
ス
の
ミ
ラ
ボ
ー
銀
行
の
売
買
契
約
に
よ
り
、
ボ
ル
銅
山
は
ド
イ
ツ
の
所
有
に
帰
し
た）（（
（

。

　

こ
う
し
て
ド
イ
ツ
は
、
一
九
三
〇
年
代
を
通
じ
て
、
通
商
関
係
の
緊
密
化
と
資
本
投
下
に
よ
り
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
を
経
済
的
に
支
配
下

に
置
き
つ
つ
あ
っ
た
。

　

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
か
ら
ド
イ
ツ
へ
は
、
労
働
力
も
供
給
さ
れ
た
。
一
九
三
五
年
ド
イ
ツ
が
再
軍
備
を
公
に
し
て
本
格
的
に
戦
争
準
備
に
乗

り
出
す
と
、
一
九
三
六
年
半
ば
ま
で
に
ド
イ
ツ
人
労
働
力
だ
け
で
は
足
り
な
く
な
り
、
外
国
人
労
働
者
を
募
集
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
一

環
と
し
て
一
九
三
八
年
と
一
九
三
九
年
に
ド
イ
ツ
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
間
で
結
ば
れ
た
協
定
に
基
づ
い
て
、
一
九
三
八
年
に
七
六
〇
〇

名
、
一
九
三
九
年
に
一
万
二
一
九
三
名
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
労
働
者
が
ド
イ
ツ
へ
出
稼
ぎ
に
行
っ
た
。
こ
の
公
的
な
ル
ー
ト
と
は
別
に
、

少
な
か
ら
ぬ
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
が
非
合
法
に
ド
イ
ツ
に
入
国
し
、
劣
悪
な
生
活
条
件
と
労
働
条
件
の
も
と
で
働
い
た
。
第
二
次
世
界
大
戦

が
始
ま
る
と
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
多
く
の
戦
争
捕
虜
と
民
間
人
が
ド
イ
ツ
で
の
労
働
に
投
入
さ
れ
た
た
め
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
の
待
遇
は

更
に
悪
く
な
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
経
済
の
需
要
に
応
じ
て
、
一
九
四
〇
年
に
は
二
四
四
六
名
の
農
業
労
働
者
及
び
六
三
六
四
名
の
工
場
労
働
者
と
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熟
練
労
働
者
が
、
一
九
四
一
年
一
月
と
二
月
に
は
合
計
五
一
五
二
名
の
労
働
者
が
、
ク
ロ
ア
チ
ア
か
ら
ド
イ
ツ
へ
送
り
込
ま
れ
た）（（
（

。

（
二
）　

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
三
国
同
盟
加
盟
問
題

　

一
九
四
一
年
四
月
ド
イ
ツ
が
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
対
し
て
武
力
行
使
に
出
た
の
は
、
三
月
二
七
日
に
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
で
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ

ア
の
三
国
同
盟
加
盟
に
抗
議
す
る
ク
ー
デ
タ
が
起
き
た
こ
と
が
、
直
接
の
き
っ
か
け
で
あ
る
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
る
と
、
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
原
料
と
食
糧
の
供
給
地
と
し
て
だ
け
で
な
く
戦
略
的
に
も
重
要

な
地
域
に
な
っ
た
。
一
九
四
一
年
春
に
予
定
さ
れ
て
い
た
ソ
連
攻
撃
計
画
の
中
で
、
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ド
イ
ツ
軍
の
補
給
基
地
と
し
て
機
能

し
、
南
翼
側
を
形
成
す
る
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
地
域
を
ド
イ
ツ
に
結
び
つ
け
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
は
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
を
一
九
四
〇
年
九
月
二
七
日
に
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
日
本
の
間
で
成
立
し
た
三
国
同
盟
に
加
盟
さ
せ
る
と
い
う
外
交
手
段
を
と
っ
た）（（
（

が
、 

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
は
、
直
接
に
は
ギ
リ
シ
ア
攻
撃
計
画
と
の
関
連
で
三
国
同
盟
加
盟
を
求
め
ら
れ
た
。

　

一
九
四
〇
年
一
〇
月
イ
タ
リ
ア
の
攻
撃
を
受
け
た
ギ
リ
シ
ア
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
軍
事
援
助
を
要
請
し
た
。
バ
ル
カ
ン
半
島
へ
の
イ
ギ
リ
ス
の

軍
事
介
入
に
よ
り
、
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
線
形
成
と
ル
ー
マ
ニ
ア
油
田
爆
撃
の
可
能
性
が
生
じ
、
こ
れ
ら
の
事
態
は
対
ソ
戦
の
障
害
に
な
る
と

考
え
ら
れ
た
の
で
、
ド
イ
ツ
は
バ
ル
カ
ン
半
島
か
ら
イ
ギ
リ
ス
軍
を
駆
逐
す
る
た
め
に
ギ
リ
シ
ア
攻
撃
を
計
画
し
た
。
こ
の
計
画
で
は
、
地
理

的
条
件
か
ら
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
を
ド
イ
ツ
側
に
引
き
入
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
一
九
四
〇
年
一
二
月
か
ら
一
九
四
一
年
三
月
ま
で
交
渉

が
重
ね
ら
れ
た
末
、
三
月
二
五
日
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
は
三
国
同
盟
に
加
盟
し
た
。
経
済
的
に
は
ド
イ
ツ
の
支
配
下
に
入
っ
た
と
し
て
も
、
中

立
維
持
を
望
ん
で
い
た
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
が
、
ド
イ
ツ
の
要
求
に
応
じ
た
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
自
国
軍
隊
の
弱
さ
に
あ
っ
た
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ヴ
ィ
ア
で
は
、
侵
略
さ
れ
た
場
合
数
日
で
国
土
の
大
部
分
が
制
圧
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
て
い
た）（（
（

。
ク
ー
デ
タ
後
に
成
立
し
た
ユ
ー
ゴ
ス

ラ
ヴ
ィ
ア
新
政
府
は
、
ド
イ
ツ
と
の
戦
争
を
回
避
す
る
た
め
に
、
三
国
同
盟
の
維
持
を
明
言
し
さ
え
し
た）（（
（

が
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
対
ギ
リ
シ
ア
戦

及
び
対
ソ
戦
に
際
し
て
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
が
ド
イ
ツ
軍
の
行
動
を
妨
害
す
る
だ
ろ
う
と
の
不
信
感
か
ら
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
粉
砕
を
決
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意
し
て
い
た）（（
（

。

　

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
軍
は
、
自
ら
予
測
し
た
と
お
り
、
一
九
四
一
年
四
月
六
日
に
開
始
さ
れ
た
ド
イ
ツ
軍
の
攻
撃
を
持
ち
堪
え
る
こ
と
が
で

き
ず
、
一
〇
日
あ
ま
り
後
の
四
月
一
七
日
無
条
件
降
伏
に
追
い
込
ま
れ
た
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
政
府
と
国
王
ペ
ー
タ
ル
二
世
（Petar II

）
は

そ
の
前
日
の
四
月
一
六
日
に
祖
国
を
脱
出
し
、
イ
ギ
リ
ス
に
亡
命
し
た
。

（
三
）　

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
解
体
と
ド
イ
ツ
に
よ
る
セ
ル
ビ
ア
占
領

　

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
降
伏
後
、
そ
の
領
土
は
ド
イ
ツ
と
そ
の
同
盟
国
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
は
北
部
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
を
併
合
し

た
ほ
か
、
セ
ル
ビ
ア
と
バ
ナ
ー
ト
を
軍
政
下
に
置
い
た
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
を
解
体
し
、
必
要
最
小
限
の
地
域
だ
け
を
占
領
し
た
の
は
、
主

に
軍
事
的
な
理
由
に
よ
る
。
対
ソ
戦
を
間
近
に
し
た
ド
イ
ツ
軍
に
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
占
領
に
兵
力
を
割
く
余
裕
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
）
（（
（

。
そ
の
一
方
で
、
経
済
的
な
利
害
）
（（
（

も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
当
初
は
セ
ル
ビ
ア
の
み
の
予
定
だ
っ
た
が
、
バ
ナ
ー
ト
の
銅
と

石
油
の
産
出
地
帯
も
占
領
地
域
に
入
れ
ら
れ
た）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
戦
後
処
理
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
対
す
る
領
土
的
野
心
は
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
支
配
下
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
軍
政
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
の
政
治
的
関
心
の
対
象
で
な
い
、
あ
る
い
は
当
面
の
戦
争
遂
行
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た

地
域
で
あ
る）（（
（

。
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
セ
ル
ビ
ア
は
、
経
済
的
に
は
重
要
な
原
料
と
食
糧
の
供
給
地
で
あ
り
、
戦
略
的
に
は
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
軍

が
連
合
軍
と
対
峙
し
て
い
る
北
ア
フ
リ
カ
へ
の
補
給
線
の
要
衝
だ
っ
た
。

　

一
九
四
一
年
四
月
二
二
日
、
セ
ル
ビ
ア
と
バ
ナ
ー
ト
を
管
轄
す
る
ド
イ
ツ
軍
政
府
が
設
置
さ
れ
る
と
と
も
に
、
セ
ル
ビ
ア
人
の
職
務
代
行
政

府
が
任
命
さ
れ
た）（（
（

。
軍
政
の
行
政
区
分
と
し
て
は
、
ま
ず
四
つ
の
地
域
司
令
部
（Feldkom

m
andantur

略
称
Ｆ
Ｋ
）
の
管
轄
地
域
に
分
け
ら

れ
、
次
い
で
各
Ｆ
Ｋ
管
轄
地
域
が
い
く
つ
か
の
管
区
司
令
部
（K

reiskom
m

andantur 
略
称
Ｋ
Ｋ
）
の
管
轄
地
域
に
分
け
ら
れ
た）（（
（

。
占
領
兵
力

と
し
て
は
、
ほ
ぼ
予
定
ど
お
り
、
第
七
〇
四
、
第
七
一
四
、
第
七
一
七
歩
兵
師
団
の
歩
兵
三
個
師
団
が
派
遣
さ
れ
た
。
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二　

セ
ル
ビ
ア
の
抵
抗
運
動
と
ド
イ
ツ
の
対
抗
策

（
一
）　

一
九
四
一
年

　

セ
ル
ビ
ア
で
は
、
一
九
四
一
年
六
月
二
二
日
の
独
ソ
戦
開
始
を
き
っ
か
け
に
、
七
月
上
旬
、
ま
ず
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
共
産
党
主
導
の
抵
抗

運
動
が
始
ま
っ
た
。
抵
抗
運
動
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
が
セ
ル
ビ
ア
を
占
領
す
る
目
的
だ
っ
た
交
通
路
の
安
全
と
経
済
活
動
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ

た
。
ド
イ
ツ
軍
政
府
は
、
一
九
四
一
年
末
ま
で
は
共
産
党
を
、
一
九
四
二
年
以
降
は
セ
ル
ビ
ア
民
族
主
義
者
を
主
敵
と
し
て
抵
抗
運
動
に
対
抗

し
て
い
く
。

　

共
産
党
の
抵
抗
運
動
は
、
一
九
四
一
年
夏
の
間
に
勢
い
を
増
し
て
、
セ
ル
ビ
ア
中
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
抵
抗
勢
力
は
、
橋
梁
、
鉄
道
線

路
、
道
路
、
電
話
線
、
産
業
施
設
の
破
壊
に
よ
っ
て
、
交
通
、
通
信
、
経
済
活
動
を
妨
害
し
た
。
ド
イ
ツ
に
「
協
力
」
す
る
セ
ル
ビ
ア
人
も
攻

撃
対
象
だ
っ
た
。
抵
抗
勢
力
は
武
器
、
弾
薬
、
制
服
を
奪
う
た
め
に
、
セ
ル
ビ
ア
憲
兵
隊
の
屯
所
を
襲
撃
し
、
市
町
村
役
場
襲
撃
の
際
に
は
、

書
類
を
破
棄
し
、
身
分
証
明
書
を
強
奪
し
、
市
町
村
長
や
職
員
に
職
場
放
棄
を
強
要
し
た）（（
（

。

　

一
九
四
一
年
八
月
末
に
は
、
セ
ル
ビ
ア
全
域
が
叛
乱
状
態
に
陥
っ
て
い
た
。
鉄
道
や
電
話
線
の
破
壊
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ア
駐
留
ド
イ
ツ
軍
と

の
連
絡
が
脅
か
さ
れ
、
北
部
セ
ル
ビ
ア
の
い
く
つ
か
の
炭
鉱
と
ア
ン
チ
モ
ン
鉱
山
が
、
再
三
の
襲
撃
の
た
め
操
業
停
止
に
追
い
込
ま
れ
て
い

た
。
さ
ら
に
、
抵
抗
勢
力
の
襲
撃
に
よ
っ
て
市
町
村
の
行
政
機
能
が
麻
痺
し
た
た
め
、
職
務
代
行
政
府
は
、
も
は
や
責
務
を
果
た
す
こ
と
は
で

き
な
い
と
し
て
辞
職
し
て
し
ま
っ
た）（（
（

。

　

セ
ル
ビ
ア
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
軍
兵
力
も
、
抵
抗
運
動
の
激
化
に
対
処
す
る
に
は
、
質
量
と
も
に
不
足
し
て
い
た
。
ド
イ
ツ
軍
の
セ

ル
ビ
ア
で
の
任
務
は
、
元
々
は
鉄
道
、
道
路
、
橋
梁
な
ど
の
交
通
路
と
産
業
施
設
の
守
備
に
限
ら
れ
て
お
り
、
戦
闘
行
為
に
は
不
適
格
な
師
団

が
派
遣
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
師
団
は
、
通
常
の
歩
兵
師
団
が
歩
兵
三
個
連
隊
で
編
制
さ
れ
る
の
に
、
歩
兵
二
個
連
隊
で
編
制
さ
れ
、
兵
員
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数
が
少
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
訓
練
も
不
十
分
だ
っ
た
。 

第
七
一
四
歩
兵
師
団
の
場
合
、
将
校
一
五
九
名
、
事
務
官
三
四
名
、
下
士
官
七

三
三
名
、
兵
士
五
六
〇
八
名
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
将
校
は
全
員
が
予
備
役
で
、
部
隊
の
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
予
備
軍
か
ら
移
っ
て
来
た
）
（（
（

。

　

そ
こ
で
補
助
手
段
と
し
て
、
政
治
的
、
軍
事
的
な
セ
ル
ビ
ア
人
の
動
員
が
試
み
ら
れ
た
。
セ
ル
ビ
ア
政
府
の
新
し
い
首
相
に
は
、
ユ
ー
ゴ
ス

ラ
ヴ
ィ
ア
軍
参
謀
総
長
と
陸
海
軍
相
を
務
め
て
い
た
ネ
デ
ィ
チ
（M

ilan N
edić

）
が
起
用
さ
れ
た
。
ネ
デ
ィ
チ
は
反
共
産
主
義
者
と
し
て
有

名
且
つ
セ
ル
ビ
ア
市
民
に
人
気
が
あ
っ
た
の
で
、
一
般
に
共
産
主
義
に
敵
対
的
な
セ
ル
ビ
ア
市
民
を
彼
の
も
と
に
糾
合
で
き
る
だ
ろ
う
と
期
待

さ
れ
て
い
た）（（
（

。
ま
た
、
ド
イ
ツ
軍
政
府
に
協
力
を
申
し
出
た
セ
ル
ビ
ア
の
フ
ァ
シ
ス
ト
、
リ
ョ
テ
ィ
チ
（D

im
itrije Ljotić

）
及
び
セ
ル
ビ
ア

民
族
主
義
と
反
共
産
主
義
を
標
榜
す
る
ペ
チ
ャ
ナ
ツ
（K

osta Pećanac

）
の
配
下
か
ら
新
た
に
八
部
隊
合
計
一
六
〇
〇
名
が
編
制
さ
れ
、
一
九

四
一
年
九
月
上
旬
か
ら
出
動
し
た）（（
（

。

　

一
九
四
一
年
九
月
、
セ
ル
ビ
ア
情
勢
は
さ
ら
に
悪
化
し
た
。
至
る
所
で
交
通
路
と
電
話
線
が
破
壊
さ
れ
て
不
通
に
な
り
、
鉱
山
は
操
業
停
止

に
な
り
、
行
政
は
麻
痺
し
た）（（
（

。
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
状
況
に
直
面
し
て
、
ド
イ
ツ
は
次
の
二
つ
の
方
法
で
対
処
し
た
。

　

第
一
は
増
強
さ
れ
た
ド
イ
ツ
軍
に
よ
る
抵
抗
勢
力
掃
討
作
戦
で
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
移
動
し
て
来
た
第
三
四
二
歩
兵
師
団
が
中
心
に
な
っ
て
、

九
月
下
旬
か
ら
一
二
月
上
旬
に
か
け
て
遂
行
さ
れ
た
。

　

第
二
は
報
復
政
策
の
シ
ス
テ
ム
化
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
支
配
下
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
導
入
さ
れ
て
い
た
報
復
政
策
は
、
セ
ル
ビ
ア
で
も
占
領

開
始
当
初
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
四
一
年
夏
抵
抗
運
動
が
活
発
化
す
る
中
、
頻
繁
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
執
行
に
関

し
て
、
国
防
軍
統
合
司
令
部
長
官
カ
イ
テ
ル
（W

ilhelm
 K

eitel
）
が
一
九
四
一
年
九
月
一
六
日
及
び
九
月
二
八
日
の
命
令
で
、
共
産
主
義

者
、
民
族
主
義
者
、
民
主
主
義
者
か
ら
人
質
を
取
り
、
ド
イ
ツ
軍
人
一
名
死
亡
に
対
し
て
五
〇
名
か
ら
一
〇
〇
名
の
人
質
を
処
刑
す
る
よ
う
に

と
の
指
針
を
定
め
た）（（
（

。
セ
ル
ビ
ア
に
関
し
て
は
、
セ
ル
ビ
ア
全
権
軍
司
令
官
（B

evollm
ächtigter K

om
m

andierender G
eneral in Serbien

）

ベ
ー
メ
（Franz B

（
（（
（

öhm
e

）
が
一
九
四
一
年
一
〇
月
一
〇
日
の
命
令
で
、
ド
イ
ツ
人
一
名
死
亡
に
対
し
て
一
〇
〇
名
を
、
一
名
負
傷
に
対
し
て

五
〇
名
を
銃
殺
す
る
よ
う
規
定
し
た）（（
（

。
こ
の
「
償
い
の
比
率
（Sühnequote

）」
に
よ
り
、
報
復
政
策
の
犠
牲
者
は
一
九
四
一
年
一
〇
月
以
降
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飛
躍
的
に
増
加
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
命
令
の
中
で
「
総
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
を
も
人
質
と
し
て
捕
え
る
よ
う
指
示
さ
れ
た
こ
と
が
、
セ
ル
ビ
ア

で
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
絶
滅
に
つ
な
が
っ
た）（（
（

。

　

セ
ル
ビ
ア
で
は
、
一
九
四
一
年
一
〇
月
か
ら
一
二
月
の
間
だ
け
で
、
二
万
五
〇
〇
〇
名
以
上
が
報
復
政
策
の
犠
牲
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
て

い
る）（（
（

。
中
で
も
悪
名
高
い
事
例
が
、
ク
ラ
リ
エ
ヴ
ォ
及
び
ク
ラ
グ
エ
ヴ
ァ
ツ
の
大
虐
殺
で
あ
る
。
一
〇
月
一
六
日
ク
ラ
リ
エ
ヴ
ォ
で
、
ド
イ
ツ

軍
の
死
者
五
名
と
負
傷
者
二
〇
名
に
対
し
て
男
性
一
七
三
六
名
と
女
性
一
九
名
が
）
（（
（

、
続
い
て
一
〇
月
二
〇
日
と
二
一
日
の
両
日
に
わ
た
り
ク
ラ

グ
エ
ヴ
ァ
ツ
で
、
ド
イ
ツ
軍
の
死
者
一
〇
名
と
負
傷
者
二
六
名
に
対
し
て
合
計
二
三
〇
〇
名
以
上
が
銃
殺
さ
れ
た
。
犠
牲
者
は
住
居
、
路
上
、

職
場
で
手
当
り
次
第
に
捕
え
ら
れ
た
人
々
で
あ
る）（（
（

。
こ
れ
ら
の
大
虐
殺
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
軍
政
府
内
部
で
も
、
無
差
別
の
逮
捕
と
殺
戮
が
占

領
軍
に
対
す
る
住
民
の
敵
意
を
強
め
、
彼
ら
を
共
産
主
義
陣
営
に
追
い
や
り
、
叛
乱
の
迅
速
な
鎮
圧
ど
こ
ろ
か
、
抵
抗
運
動
を
強
化
す
る
結
果

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
示
さ
れ
た）（（
（

。
ク
ラ
リ
エ
ヴ
ォ
で
は
、
経
済
的
に
も
悪
影
響
が
あ
っ
た
。
大
勢
の
労
働
者
が
殺
害
さ
れ
た

た
め
に
、
こ
こ
の
国
営
飛
行
機
工
場
が
し
ば
ら
く
の
間
操
業
停
止
に
追
い
込
ま
れ
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　

一
九
四
一
年
秋
ド
イ
ツ
軍
の
抵
抗
勢
力
掃
討
作
戦
に
際
し
て
、
抵
抗
勢
力
は
ド
イ
ツ
軍
と
の
正
面
衝
突
を
避
け
る
戦
法
を
と
り
、
そ
の
主
力

は
一
九
四
一
年
末
ま
で
に
セ
ル
ビ
ア
領
外
へ
退
い
た
。
以
後
セ
ル
ビ
ア
情
勢
は
鎮
静
化
に
向
か
っ
た
。
引
続
き
一
九
四
二
年
三
月
ま
で
残
存
抵

抗
勢
力
に
対
す
る
掃
討
戦
が
行
な
わ
れ
た
後
、
四
月
か
ら
九
月
ま
で
概
ね
平
穏
な
状
況
が
保
た
れ
た
。

（
二
）　

一
九
四
二
年
以
後

　

一
九
四
二
年
以
降
ド
イ
ツ
が
セ
ル
ビ
ア
の
抵
抗
勢
力
と
し
て
共
産
党
よ
り
も
危
険
な
存
在
と
見
な
し
た
の
は
、
元
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
軍
大

佐
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
（D

raža M
ihailović

）
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
セ
ル
ビ
ア
民
族
主
義
者
の
抵
抗
組
織
「
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
・
チ
ェ
ト
ニ
ク
」

で
あ
る
。

　

共
産
党
に
つ
い
て
は
、
そ
の
活
動
は
一
九
四
二
年
春
ま
で
に
ほ
ぼ
鎮
圧
さ
れ
、
住
民
も
拒
否
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
た
。
一
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方
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
に
つ
い
て
は
、
大
セ
ル
ビ
ア
主
義
、
反
共
産
主
義
、
君
主
主
義
に
よ
り
セ
ル
ビ
ア
人
の
絶
大
な
支
持
を
得
て
い
る）（（
（

だ
け
で

な
く
、
北
ア
フ
リ
カ
で
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
軍
と
対
峙
中
の
イ
ギ
リ
ス
が
援
助
を
与
え
て
い
る）（（
（

こ
と
か
ら
、
ま
す
ま
す
危
険
視
さ
れ
て
い
く
。

一
九
四
二
年
一
〇
月
セ
ル
ビ
ア
情
勢
が
再
び
騒
然
と
な
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
軍
が
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
・
チ
ェ
ト
ニ
ク
に
対
し
て
攻
撃
を
仕
掛
け

た
こ
と
に
よ
る
。

　

セ
ル
ビ
ア
の
治
安
維
持
に
は
ド
イ
ツ
軍
兵
力
だ
け
で
は
不
十
分
だ
っ
た
の
で
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
軍
、
亡
命
ロ
シ
ア
人
部
隊
、
セ
ル
ビ
ア
人
部
隊

が
投
入
さ
れ
た
。
殊
に
一
九
四
二
年
以
降
、
セ
ル
ビ
ア
を
退
い
た
共
産
党
が
ク
ロ
ア
チ
ア
で
抵
抗
運
動
を
展
開
し
、
地
中
海
の
戦
況
が
緊
迫
化

す
る
に
つ
れ
て
、
ド
イ
ツ
軍
は
セ
ル
ビ
ア
領
外
へ
移
動
し
て
い
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
第
七
一
四
歩
兵
師
団

が
一
九
四
二
年
八
月
、
第
七
一
七
歩
兵
師
団
と
一
九
四
二
年
九
月
セ
ル
ビ
ア
に
投
入
さ
れ
た
第
七
Ｓ
Ｓ
志
願
兵
師
団
「
プ
リ
ン
ツ
・
オ
イ
ゲ
ン

（Prinz Eugen

）」
が
一
九
四
三
年
一
月
ク
ロ
ア
チ
ア
へ
、
一
九
四
三
年
四
月
一
日
付
で
第
七
〇
四
歩
兵
師
団
が
再
編
さ
れ
た
第
一
〇
四
狙
撃
兵

師
団
が
一
九
四
三
年
六
月
ギ
リ
シ
ア
へ
移
動
し
た
。
第
一
〇
四
狙
撃
兵
師
団
を
引
継
い
だ
の
は
ド
イ
ツ
軍
の
第
二
九
七
歩
兵
師
団
で
あ
る
が
、

補
充
兵
力
と
し
て
は
主
に
ブ
ル
ガ
リ
ア
軍
が
派
遣
さ
れ
て
来
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
兵
力
不
足
の
た
め
、
抵
抗
勢
力
に
対
す
る
軍
事
作
戦
と
施

設
警
備
を
両
立
さ
せ
る
の
は
難
し
い
状
況
だ
っ
た）（（
（

。

　

セ
ル
ビ
ア
人
兵
力
は
、
セ
ル
ビ
ア
国
家
警
察
が
再
編
さ
れ
た
セ
ル
ビ
ア
国
家
衛
兵
隊
（Serbische Staatsw

ache

）、
リ
ョ
テ
ィ
チ
配
下
の
義

勇
兵
部
隊
（Freiw

illigenverbände

）、
ペ
チ
ャ
ナ
ツ
配
下
の
チ
ェ
ト
ニ
ク
部
隊
（C

etnikverbände

）
か
ら
成
っ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
チ
ェ

ト
ニ
ク
部
隊
が
、
当
初
か
ら
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
へ
の
内
通
を
疑
わ
れ
て
い
た）（（
（

。

　

報
復
政
策
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
一
年
一
二
月
ベ
ー
メ
の
後
任
と
し
て
セ
ル
ビ
ア
全
権
軍
司
令
官
に
就
任
し
た
バ
ー
ダ
ー
（Paul B

ader

）

が
、
セ
ル
ビ
ア
の
叛
乱
を
鎮
圧
す
る
の
に
貢
献
し
た
と
し
て
、
そ
の
有
効
性
を
高
く
評
価
し
、
継
続
を
命
じ
た）（（
（

。 

た
だ
し
「
償
い
の
比
率
」

は
死
者
一
名
に
対
し
て
五
〇
名
、
負
傷
者
一
名
に
対
し
て
二
五
名
と
半
減
し
た）（（
（

。
一
九
四
二
年
三
月
下
旬
か
ら
一
〇
月
ま
で
、
報
復
処
刑
の
報

告
は
一
件
の
み
だ
が
、
人
質
）
（（
（

は
常
時
収
容
所
に
確
保
さ
れ
て
い
た
。
一
九
四
三
年
に
な
る
と
、
報
復
処
刑
が
連
日
の
よ
う
に
「
償
い
の
比
率
」
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ど
お
り
に
執
行
さ
れ
た
た
め
に
、
処
刑
す
べ
き
人
質
の
不
足
に
悩
む
よ
う
に
な
っ
た
。

三　

人
質
と
労
働
力

（
一
）　
「
人
的
資
源
」
の
奪
い
合
い

　

セ
ル
ビ
ア
で
は
、
人
質
の
不
足
以
前
に
、
一
九
四
一
年
夏
以
降
そ
れ
ま
で
以
上
に
顕
著
に
な
っ
た
ド
イ
ツ
の
労
働
力
不
足
が
反
映
し
て
い

た
。

　

一
九
四
一
年
九
月
に
は
、
ソ
連
に
対
す
る
電
撃
戦
が
失
敗
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
ド
イ
ツ
の
戦
争
経
済
は
、
長
期
の
消
耗
戦
に
適
応

で
き
る
よ
う
に
構
造
転
換
を
迫
ら
れ
た
。
労
働
力
に
関
し
て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
開
始
後
、
主
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
フ
ラ
ン
ス
人
が
動
員
さ

れ
て
い
た
が
、
一
九
四
一
年
秋
ロ
シ
ア
人
の
動
員
へ
と
方
針
が
大
き
く
転
換
し
た
。
一
九
四
一
年
一
〇
月
三
一
日
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
命
令
と
一
一

月
七
日
の
四
カ
年
計
画
全
権
ゲ
ー
リ
ン
グ
（H

erm
ann G

öring

）
の
命
令
は
、
ソ
連
の
戦
争
捕
虜
と
民
間
人
を
ド
イ
ツ
の
戦
争
経
済
に
投
入
せ

よ
と
い
う
内
容
で
、
ロ
シ
ア
人
強
制
労
働
が
展
開
し
て
い
く
前
提
と
な
っ
た
。
労
働
力
不
足
が
深
刻
化
し
た
の
は
、
戦
争
の
長
期
化
に
よ
る
軍

需
企
業
の
需
要
の
増
加
だ
け
で
な
く
、
国
防
軍
へ
の
召
集
も
原
因
で
あ
る
。
東
部
戦
線
か
ら
の
兵
士
の
帰
還
を
当
て
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
ば
か
り
か
、
一
九
四
二
年
春
ま
で
に
新
た
に
七
〇
万
名
が
召
集
さ
れ
た
た
め
、
労
働
者
、
特
に
熟
練
労
働
者
の
不
足
が
目
立
っ
て
き

た
。
そ
こ
で
産
業
界
と
国
防
軍
双
方
の
需
要
を
満
た
す
た
め
に
は
、
ま
す
ま
す
外
国
人
労
働
力
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
く）（（
（

。
そ
の
や

り
方
は
、
暴
力
的
な
も
の
だ
っ
た
。
一
九
四
二
年
一
月
末
、
ゲ
ー
リ
ン
グ
の
側
近
グ
ル
ー
プ
が
、
将
来
的
に
は
占
領
地
域
か
ら
強
制
的
な
手
段

で
労
働
力
を
調
達
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
指
令
を
出
し
た）（（
（

。
一
九
四
二
年
三
月
二
一
日
労
働
配
置
全
権
委
員
（G

eneralbevollm
ächtigter 

für den A
rbeitseinsatz

略
称
Ｇ
Ｂ
Ａ
）
に
任
命
さ
れ
た
ザ
ウ
ケ
ル
（Fritz Sauckel
）
は
、
ド
イ
ツ
の
戦
争
経
済
に
十
分
な
労
働
力
を
提
供
す

る
た
め
、
外
国
人
労
働
者
を
と
り
わ
け
ソ
連
地
域
で
強
制
的
に
徴
募
し
た）（（
（

。
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一
九
四
一
年
四
月
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
が
敗
北
し
た
後
、
セ
ル
ビ
ア
か
ら
も
ド
イ
ツ
へ
労
働
力
が
提
供
さ
れ
た
。
一
九
四
一
年
五
月
末
ま
で

に
、
約
二
〇
万
の
戦
争
捕
虜
と
労
働
者
が
、
強
制
労
働
の
た
め
ド
イ
ツ
に
送
ら
れ
た
。
そ
れ
と
は
別
に
約
二
万
の
戦
争
捕
虜
が
セ
ル
ビ
ア
で
の

強
制
労
働
の
た
め
に
残
さ
れ
る
筈
だ
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
で
の
労
働
力
不
足
に
鑑
み
、
彼
ら
も
ド
イ
ツ
へ
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（（
（

。
セ
ル
ビ
ア

人
戦
争
捕
虜
の
大
部
分
は
、
ド
イ
ツ
で
農
業
労
働
に
従
事
し
た）（（
（

。

　

戦
争
捕
虜
と
は
別
に
、
募
集
に
応
じ
た
労
働
者
が
ド
イ
ツ
へ
赴
い
た
。
そ
の
数
は
一
九
四
一
年
末
ま
で
に
約
三
万
二
八
〇
〇
名
に
達
し
た）（（
（

が
、
今
度
は
セ
ル
ビ
ア
で
の
労
働
力
不
足
の
た
め
、
一
九
四
二
年
八
月
末
ま
で
に
合
計
四
万
三
九
〇
〇
名
が
ド
イ
ツ
へ
送
ら
れ
た
後
、
ド
イ
ツ

向
け
の
労
働
者
募
集
は
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た）（（
（

。
労
働
力
不
足
と
い
う
状
況
は
ド
イ
ツ
本
国
だ
け
で
な
く
占
領
地
で
も
同
様
で
あ
り
、
セ

ル
ビ
ア
で
は
一
九
四
二
年
四
月
以
来
労
働
者
不
足
が
顕
著
で
、
特
に
鉱
山
で
熟
練
労
働
者
が
不
足
し
、
セ
ル
ビ
ア
で
産
出
さ
れ
る
原
料
の
軍
需

生
産
に
と
っ
て
の
重
要
性
か
ら
、
こ
の
状
況
は
好
ま
し
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
セ
ル
ビ
ア
の
鉱
山
の
労
働
力
不
足
は
、
民
族
ド
イ
ツ
人
が

一
九
四
二
年
三
月
新
設
の
Ｓ
Ｓ
師
団
「
プ
リ
ン
ツ
・
オ
イ
ゲ
ン）（（
（

」
に
召
集
さ
れ
た
こ
と
も
原
因
だ
っ
た
の
で
、
軍
需
企
業
で
職
場
長
あ
る
い
は

熟
練
労
働
者
と
し
て
働
い
て
い
た
民
族
ド
イ
ツ
人
の
召
集
解
除
が
、
七
月
に
な
っ
て
要
請
さ
れ
た）（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
と
セ
ル
ビ
ア
の
間

で
、
ま
た
セ
ル
ビ
ア
で
も
ド
イ
ツ
と
同
様
に
軍
隊
と
企
業
の
間
で
、「
人
的
資
源
」
の
奪
い
合
い
が
見
ら
れ
た
。

（
二
）　

労
働
力
創
出
と
抵
抗
運
動

　

ド
イ
ツ
支
配
圏
で
不
足
し
て
い
た
労
働
力
を
創
出
す
る
た
め
に
、
一
九
四
二
年
三
月
セ
ル
ビ
ア
で
、
捕
え
た
「
叛
徒
」
の
取
扱
い
に
変
更
が

あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
全
員
を
殺
害
し
て
い
た
の
だ
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
強
制
収
容
所
に
引
渡
し
、
労
働
力
と
し
て
「
活
用
」
す
る
こ
と
に

な
っ
た）（（
（

。

　

同
時
期
に
国
防
軍
統
合
司
令
部
は
、
セ
ル
ビ
ア
で
捕
え
た
「
叛
徒
」
を
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
北
部
に
送
り
込
ん
で
苛
酷
な
条
件
下
で
建
設
労

働
に
従
事
さ
せ
る
と
い
う
計
画
を
立
て
た）（（
（

。
実
際
に
一
九
四
二
年
四
月
二
五
日
一
七
〇
〇
名
が
ノ
ル
ウ
ェ
ー
北
部
へ
移
送
さ
れ）（（
（

、
七
月
は
じ
め
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ま
で
に
、
セ
ル
ビ
ア
か
ら
三
回
の
「
輸
送
」
で
セ
ル
ビ
ア
人
二
八
四
〇
名
と
ク
ロ
ア
チ
ア
人
一
三
〇
〇
名
が
、
ク
ロ
ア
チ
ア
か
ら
合
計
一
七
〇

〇
名
が
ノ
ル
ウ
ェ
ー
へ
送
ら
れ
た）（（
（

。

　

ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
、
悲
惨
な
境
遇
が
待
っ
て
い
た
。
ひ
と
つ
の
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
一
九
四
二
年
六
月
二
二
日
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
、
イ
ン
テ

リ
、
労
働
者
、
農
民
、
戦
争
捕
虜
、
パ
ル
チ
ザ
ン
、「
政
治
的
に
疑
わ
し
い
分
子
」
で
構
成
さ
れ
た
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
九
〇
〇
名
が
到
着

し
た
。
彼
ら
は
四
〇
〇
名
と
五
〇
〇
名
の
二
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
、
別
々
の
収
容
所
に
送
ら
れ
た
。
収
容
所
で
は
、
六
名
用
の
バ
ラ
ッ
ク
に

四
五
名
が
押
し
込
め
ら
れ
た
。
住
環
境
だ
け
で
な
く
労
働
条
件
も
苛
酷
で
、
厳
寒
の
中
ま
と
も
な
衣
服
も
な
く
、
連
日
一
二
時
間
屋
外
で
の
作

業
に
従
事
さ
せ
ら
れ
た
。
十
分
な
食
糧
も
医
薬
品
も
な
く
、
病
気
に
な
っ
た
者
は
情
け
容
赦
な
く
射
殺
さ
れ
た
。
四
〇
〇
名
の
グ
ル
ー
プ
の
う

ち
一
九
四
二
年
末
の
時
点
で
の
生
存
者
は
九
〇
名
、
五
〇
〇
名
の
グ
ル
ー
プ
で
一
九
四
三
年
三
月
に
生
存
し
て
い
た
の
は
三
〇
名
に
過
ぎ
な

い
）
（（
（

。

　
「
叛
徒
」
や
「
危
険
分
子
」
を
セ
ル
ビ
ア
か
ら
ド
イ
ツ
や
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
送
る
と
い
う
方
策
に
は
、
彼
ら
の
労
働
力
と
し
て
の
「
活
用
」
と

い
う
経
済
的
利
点
だ
け
で
な
く
、
抵
抗
運
動
弱
体
化
と
い
う
狙
い
が
あ
っ
た
。
ザ
ウ
ケ
ル
も
、
外
国
人
労
働
者
を
ド
イ
ツ
へ
送
る
こ
と
に
よ
っ

て
占
領
地
域
の
抵
抗
運
動
を
弱
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た）（（
（

。
ゲ
ー
リ
ン
グ
は
一
九
四
二
年
一
〇
月
、
抵
抗
運
動
対
策
と
労
働
力
創
出

を
意
図
的
に
結
び
つ
け
る
方
針
を
打
ち
出
し
た）（（
（

。

　

セ
ル
ビ
ア
で
は
、
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
へ
の
内
通
を
疑
わ
れ
て
、
一
九
四
二
年
四
月
か
ら
一
九
四
三
年
三
月
に
か
け
て
解
体
さ
れ
た
チ
ェ
ト
ニ

ク
部
隊
の
メ
ン
バ
ー
が
、
強
制
労
働
の
た
め
に
、
同
時
に
彼
ら
が
抵
抗
運
動
に
参
加
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
ド
イ
ツ
や
ノ
ル
ウ
ェ
ー
へ
移
送

さ
れ
た）（（
（

。
（
三
）　

人
質
及
び
労
働
力
の
確
保
の
方
法

　

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
一
九
四
三
年
に
な
っ
て
ド
イ
ツ
軍
政
府
は
人
質
不
足
に
悩
む
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
報
復
処
刑
の
件
数
が
一
九
四
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二
年
一
二
月
以
降
増
加
し
、
一
九
四
三
年
に
入
る
と
連
日
の
よ
う
に
執
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

報
復
政
策
で
セ
ル
ビ
ア
市
民
の
生
命
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
何
よ
り
恐
れ
て
い
た
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
は
、
一
九
四
二
年
一
一
月
、
ド
イ
ツ
人
で

は
な
く
、
そ
れ
ま
で
報
復
措
置
の
対
象
で
な
か
っ
た
セ
ル
ビ
ア
人
の
市
長
や
官
吏
を
襲
撃
す
る
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
軍
政
府
に
協
力
し
て
い
る
セ

ル
ビ
ア
行
政
機
関
を
内
側
か
ら
堀
崩
そ
う
と
し
た）（（
（

。
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
軍
政
府
は
即
座
に
、
ド
イ
ツ
人
の
死
傷
や
行
方
不
明
だ
け
で
な

く
、
セ
ル
ビ
ア
人
官
吏
の
死
傷
や
拉
致
及
び
施
設
破
壊
の
場
合
も
処
刑
が
執
行
さ
れ
る
と
い
う
報
復
政
策
の
強
化
で
応
じ
た）（（
（

。
事
実
一
二
月
以

降
報
復
処
刑
の
件
数
が
増
加
し
、
住
民
の
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
・
チ
ェ
ト
ニ
ク
に
対
す
る
反
発
が
強
ま
っ
た）（（
（

。

　

人
質
不
足
の
兆
候
は
、
一
九
四
三
年
二
月
早
々
に
現
わ
れ
て
き
た
。
人
質
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
三
年
二
月
二
八
日
の
命
令
で
、「
償
い
の

比
率
」
は
ド
イ
ツ
人
と
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
殺
害
の
場
合
は
五
〇
名
、
同
じ
く
負
傷
の
場
合
は
二
五
名
、
セ
ル
ビ
ア
人
殺
害
の
場
合
は
一
〇
名
、
同

じ
く
負
傷
の
場
合
は
五
名
、
施
設
襲
撃
の
場
合
は
最
高
一
〇
〇
名
ま
で
、
処
刑
さ
れ
る
人
質
は
、「
犯
人
」
が
共
産
党
員
の
場
合
は
共
産
主
義

者
か
ら
、
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
・
チ
ェ
ト
ニ
ク
の
場
合
は
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
支
持
者
か
ら
選
び
出
す
こ
と
、
処
刑
は
犯
行
が
行
な
わ
れ
た
地
域
あ

る
い
は
「
犯
人
」
の
出
身
地
の
Ｋ
Ｋ
に
Ｆ
Ｋ
が
委
任
す
る
こ
と
、
九
つ
の
収
容
所
に
常
に
少
な
く
と
も
五
〇
名
の
人
質
を
確
保
し
て
お
く
こ
と

な
ど
が
定
め
ら
れ
た）（（
（

が
、
人
質
不
足
の
た
め
に
、
規
定
ど
お
り
の
執
行
は
困
難
を
伴
っ
た
。

　

Ｆ
Ｋ
な
い
し
Ｋ
Ｋ
の
管
轄
地
域
内
の
収
容
所
で
人
質
が
足
り
な
い
場
合
は
、
保
安
警
察
司
令
官
管
轄
の
収
容
所
か
ら
補
っ
た
が
、
そ
れ
も

徐
々
に
難
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。
一
九
四
三
年
五
月
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
の
Ｆ
Ｋ
が
共
産
主
義
者
一
五
〇
名
の
銃
殺
を
命
じ
ら
れ
た
際
、
そ
の
管
轄

地
域
内
の
収
容
所
に
は
共
産
主
義
者
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
保
安
警
察
司
令
官
に
処
刑
が
委
任
さ
れ
た
。
一
五
〇
名
の
う
ち
保
安
警
察
司
令
部

に
よ
っ
て
八
四
名
、
レ
ス
コ
ヴ
ァ
ツ
の
保
安
警
察
支
署
で
四
名
、
ク
ラ
リ
エ
ヴ
ォ
で
三
名
、
ニ
ー
シ
ュ
で
五
九
名
が
銃
殺
さ
れ
た）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
一
九
四
三
年
五
月
、
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
の
Ｆ
Ｋ
が
「
償
い
の
比
率
」
を
下
げ
る
こ
と
を
提
案
し
た
が
、
バ
ー
ダ
ー
は
こ

れ
を
却
下
し
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
「
償
い
の
比
率
」
の
維
持
を
言
明
し
た）（（
（

。

　

一
九
四
三
年
七
月
半
ば
、
保
安
警
察
司
令
官
の
収
容
所
は
人
質
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
の
で
、
必
要
な
人
質
は
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
地
域
内
で
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「
調
達
」
す
る
よ
う
に
と
い
う
命
令
が
各
Ｆ
Ｋ
に
出
さ
れ
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
最
後
の
手
段
で
は
あ
る
が
、「
人
質
調
達
」
を
目
的
と
す
る

特
別
作
戦
も
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（（
（

。

　

不
足
の
人
質
は
、
セ
ル
ビ
ア
政
府
内
相
の
指
示
に
従
っ
て
セ
ル
ビ
ア
郡
長
か
ら
各
Ｋ
Ｋ
に
提
出
さ
れ
て
い
た
共
産
主
義
者
ま
た
は
ミ
ハ
イ
ロ

ヴ
ィ
チ
支
持
者
と
目
さ
れ
た
人
々
の
リ
ス
ト）（（
（

と
、「
嵐
（Sturm

w
ind

）」
リ
ス
ト
と
い
う
叛
乱
参
加
が
確
実
と
見
な
さ
れ
た
人
々
の
リ
ス
ト
か

ら
も
補
充
さ
れ
た）（（
（

。

　

一
九
四
三
年
に
は
、
労
働
力
不
足
も
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
解
消
す
る
た
め
に
、
三
月
二
〇
日
の
バ
ー
ダ
ー
の
命
令
に
よ

り
、
労
働
能
力
の
あ
る
セ
ル
ビ
ア
市
民
は
ド
イ
ツ
の
戦
争
経
済
の
た
め
に
総
動
員
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（（
（

。

　

人
質
が
強
制
労
働
に
回
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
一
九
四
三
年
二
月
、
ト
ポ
ニ
ツ
ァ
村
近
郊
で
共
産
党
の
襲
撃
に
よ
り
ド
イ
ツ
兵
八
名
が
殺

害
さ
れ
た
際
、
報
復
と
し
て
共
産
主
義
者
四
〇
〇
名
が
殺
害
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
ト
ポ
ニ
ツ
ァ
村
の
家
屋
を
焼
払
い
、
ポ
ジ
ャ
レ
ヴ
ァ
ツ
郡

の
男
性
住
民
合
計
二
四
九
名
を
人
質
と
し
て
逮
捕
し
た
が
、
そ
の
う
ち
二
四
〇
名
が
ド
イ
ツ
で
の
強
制
労
働
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（（
（

。 

ま
た
、
本
来
人
質
と
し
て
捕
え
た
二
〇
〇
〇
名
を
、
人
質
が
不
足
し
な
い
限
り
と
い
う
条
件
付
で
は
あ
る
が
、
ボ
ル
銅
山
で
の
労
働
に
投
入
す

る
と
い
う
計
画
も
立
て
ら
れ
た）（（
（

。

　

逆
の
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。
一
九
四
三
年
六
月
末
か
ら
七
月
は
じ
め
に
か
け
て
、
ド
イ
ツ
軍
は
コ
ゾ
フ
ス
カ
・
ミ
ト
ロ
ヴ
ィ
ツ
ァ
の
共
産
主
義

組
織
を
襲
撃
し
、
三
九
名
を
逮
捕
し
た
。
そ
の
う
ち
八
名
は
釈
放
さ
れ
た
が
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
共
産
党
の
幹
部
一
〇
名
は
処
刑
、
ヒ
ラ
の

共
産
党
員
八
名
は
ド
イ
ツ
へ
強
制
労
働
送
り
、
共
産
党
シ
ン
パ
一
二
名
を
「
自
由
労
働
」
に
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。（
も
う
一
名
は
、
逃

亡
し
た
者
の
代
わ
り
に
人
質
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
母
親
で
あ
る
。）
だ
が
人
質
不
足
の
た
め
、
強
制
労
働
送
り
を
予
定
さ
れ
て
い
た
八
名
の
う

ち
六
名
が
、
一
〇
月
一
日
に
報
復
処
刑
さ
れ
た）（（
（

。

　

労
働
不
能
に
な
っ
た
捕
虜
も
、「
報
復
」
に
「
活
用
」
さ
れ
た
。
一
九
四
三
年
一
月
ウ
ィ
ー
ン
の
収
容
所
に
、
罹
病
し
た
セ
ル
ビ
ア
人
捕
虜

七
六
名
が
移
送
さ
れ
て
来
た
。
収
容
所
責
任
者
に
は
、
彼
ら
を
長
期
に
わ
た
っ
て
収
容
し
て
お
く
こ
と
も
釈
放
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
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で
、
そ
の
う
ち
六
九
名
が
一
九
四
三
年
二
月
一
八
日
セ
ル
ビ
ア
の
収
容
所
に
移
さ
れ
、
そ
の
翌
日
「
報
復
」
の
た
め
に
銃
殺
さ
れ
た）（（
（

。

　

ド
イ
ツ
軍
政
府
は
、
こ
の
よ
う
に
、
人
質
と
労
働
力
双
方
の
不
足
を
解
消
す
る
た
め
の
「
努
力
」
を
続
け
た
。
一
九
四
三
年
八
月
に
は
、
戦

闘
中
に
捕
え
た
「
叛
徒
」
に
つ
い
て
、
人
質
と
労
働
力
を
よ
り
多
く
確
保
す
る
た
め
、
そ
れ
ま
で
は
基
本
的
に
そ
の
場
で
処
刑
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た）（（
（

が
、
特
に
必
要
な
場
合
に
の
み
そ
の
場
で
処
刑
す
る
こ
と
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
労
働
に
回
さ
れ
る
か
人
質
と
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た）（（
（

。
さ
ら
に
、「
叛
徒
」
自
身
の
み
な
ら
ず
そ
の
息
子
、
父
親
、
兄
弟
も
、
罰
金
や
ド
イ
ツ
で
の
強
制
労
働
が
科
さ
れ
、
あ
る
い
は
人
質

と
し
て
報
復
処
刑
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（（
（

。

お
わ
り
に

　

一
九
四
二
年
以
降
の
長
期
戦
下
、
労
働
力
不
足
が
深
刻
化
す
る
中
、
ド
イ
ツ
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
労
働
力
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
。
労
働

力
不
足
の
状
況
は
ド
イ
ツ
本
国
ば
か
り
で
な
く
セ
ル
ビ
ア
で
も
同
様
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
セ
ル
ビ
ア
の
ド
イ
ツ
軍
政
府
は
、
一
度
の
処

刑
で
数
十
名
か
ら
数
百
名
の
人
命
が
失
わ
れ
る
報
復
政
策
の
維
持
に
こ
だ
わ
り
、
人
質
確
保
に
あ
ら
ゆ
る
手
立
て
を
尽
く
し
た
。
人
質
と
労
働

力
の
「
兼
用
」
も
行
な
わ
れ
た
。
中
央
の
方
針
と
し
て
も
提
示
さ
れ
た
抵
抗
運
動
対
策
と
労
働
力
確
保
の
リ
ン
ク
に
は
、「
合
理
性
」
も
見
ら

れ
る
が
、
本
来
円
滑
な
経
済
活
動
を
可
能
に
す
る
た
め
の
治
安
維
持
で
あ
る
筈
が
、
報
復
政
策
の
維
持
が
殆
ど
自
己
目
的
化
し
て
い
た
。

　

そ
も
そ
も
ド
イ
ツ
に
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
征
服
計
画
は
な
か
っ
た
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
期
待
さ
れ
て
い
た
の
は
、
地
下
資
源
と
農

産
物
を
提
供
す
る
こ
と
で
ド
イ
ツ
の
経
済
を
補
う
役
割
で
あ
り
、
事
実
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
は
、
経
済
関
係
の
緊
密
化
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
の
支

配
下
に
入
り
つ
つ
あ
っ
た
。
予
定
外
の
戦
争
の
後
、
主
要
な
戦
争
目
的
で
あ
る
ソ
連
攻
撃
を
間
近
に
し
た
ド
イ
ツ
軍
に
、
予
定
外
の
セ
ル
ビ
ア

占
領
の
た
め
に
割
く
こ
と
の
で
き
る
十
分
な
兵
力
は
な
く
、
兵
力
不
足
の
状
況
は
戦
争
が
長
期
化
す
る
中
で
ま
す
ま
す
悪
化
し
て
い
っ
た
。

　

報
復
政
策
に
は
、
こ
の
よ
う
な
兵
力
不
足
を
補
う
側
面
が
あ
っ
た
。
実
際
、
報
復
政
策
は
市
民
が
抵
抗
運
動
に
加
担
す
る
の
を
妨
げ
る
効
果
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が
あ
り
、
抵
抗
勢
力
の
活
動
に
よ
っ
て
犠
牲
が
出
る
と
、
市
民
は
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
・
チ
ェ
ト
ニ
ク
に
さ
え
拒
否
的
な
反
応
を
示
し
た
。
だ

が
、
報
復
政
策
に
よ
っ
て
抵
抗
運
動
を
最
終
的
に
鎮
圧
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
対
症
療
法
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
対
処
の
仕
方
は
、
ド
イ
ツ
の
支
配
圏
の
中
で
セ
ル
ビ
ア
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
、
元
々
長
期
的
な
展
望
が
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
来
て
い
る
。
セ
ル
ビ
ア
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
攻
撃
に
至
る
事
情
及
び
軍
政
が
し
か
れ
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
上
の
あ
る
い
は
政
治
的
な
関
心
の
対
象
で
は
な
く
、
当
面
の
戦
争
遂
行
に
必
要
な
経
済
的
利
用
の
た
め
及
び
北
ア
フ
リ
カ
へ
の
補
給
路
と

し
て
の
み
、
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
域
だ
っ
た
。

　

セ
ル
ビ
ア
人
は
ス
ラ
ヴ
民
族
に
属
し
、
報
復
政
策
に
よ
る
住
民
の
犠
牲
が
大
き
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
セ
ル
ビ
ア
占
領
政
策
も
、「
ス
ラ
ヴ
の

下
等
人
種
（slaw

ische U
nterm

enschen

）」
と
し
て
住
民
が
苛
酷
な
扱
い
を
受
け
た
ソ
連
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
場
合
と
同
じ
く
、
人
種
主
義
に
基

づ
い
て
い
た
と
い
う
解
釈
）
（（
（

は
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
。
確
か
に
ナ
チ
ズ
ム
の
基
盤
は
人
種
主
義
で
あ
り
、
ナ
チ
体
制
の
諸
政
策
は
全
体
と
し

て
、
人
種
主
義
に
基
づ
く
社
会
の
実
現
を
目
標
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
セ
ル
ビ
ア
人
に
つ
い
て
は
、
奴
隷
化
な
い
し
撲
滅
す
べ
き
「
下
等
人

種
」
と
す
る
評
価
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
異
文
化
を
持
つ
民
族
に
対
す
る
偏
見
や
強
力
な
民
族
主
義
に
対
す
る
警
戒
心
は
存
在
し
た）（（
（

。 

セ
ル

ビ
ア
の
場
合
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
現
実
問
題
と
し
て
情
勢
の
悪
化
に
対
処
す
る
の
に
他
に
有
効
な
手
段
が
な
い
と
い
う
条
件
下
で
、
住
民
の

多
大
な
犠
牲
を
も
た
ら
し
た
報
復
政
策
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
洗
練
」
な
い
し
過
激
化
が
な
さ
れ
、
そ
の
維
持
に
「
努
力
」
が
傾
け
ら
れ

た
。
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註（
１
（ 
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
継
続
裁
判
﹁
第
七
号
事
件
﹂
の
公
刊
裁
判
記

録
に
︑
ど
ち
ら
も
抄
録
で
あ
る
が
︑Trials of W

ar C
rim

inals 
before the N

uernberg M
ilitary Tribunals under C

ontrol C
ouncil 

Law
 N

o. 10. N
uernberg O

ctober 1946-April 1949, vol. X
I, 

W
ashington: U

nited S
tates G

overnm
ent P

rinting O
ffice, 1951; 

F
all 7. D

as U
rteil gefällt am

 19. F
ebruar 1948 vom

 
M

ilitärgerichtshof V der Vereinigten Staaten von Am
erika, hrsg. 

von M
artin Zöller u. K

azim
ierz Leszczyński, B

erlin: V
EB

 
D

eutscher Verlag der W
issenschaften, 1965

が
あ
る
︒

（
２
（ 

代
表
的
な
も
の
がE

rich von M
anstein, Verlorene Siege, B

onn: 

A
thenäum

, 1955.

（
３
（ 

最
初
の
成
果
がM

anfred M
esserschm

idt, D
ie W

ehrm
acht im

 
N

S-Staat. Zeit der Indoktrination, H
am

burg: R
. v. D

ecker

’s 
V

erlag, 1969; K
laus-Jürgen M

üller, D
as H

eer und H
itler. Arm

ee 
und nationalsozialistische R

egim
e 1933-1940

, S
tu

ttg
art: 

D
eutsche V

erlags-A
nstalt, 1969.

（
４
（ Vernichtungskrieg. Verbrechen der W

ehrm
acht 1941 bis 

1944. Ausstellungskatalog, hrsg. vom
 H

am
burger Institut für 

Sozialforschung, 3. A
ufl., H

a m
burg: H

am
burger E

dition, 1997.

（
５
（ Ebd., S. 7.

（
６
（ 

日
本
で
﹁
国
防
軍
展
示
会
﹂
を
め
ぐ
る
論
争
を
紹
介
し
た
論
考

に
︑
木
戸
衛
一
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
﹃
国
防
軍
論
争
﹄﹂﹃
季
刊
戦
争

責
任
研
究
﹄
第
一
八
号
（
一
九
九
七
年
冬
季
号
（（
一
九
九
七
年
一

二
月
（
五
四
～
六
二
ペ
ー
ジ
︑
中
田
潤
﹁
ド
イ
ツ
国
防
軍
と
ユ
ダ
ヤ

人
問
題
│
独
ソ
戦
に
関
し
て
の
歴
史
認
識
を
め
ぐ
っ
て
│
﹂﹃
歴
史

評
論
﹄
第
五
八
一
号
（
一
九
九
八
年
九
月
（
六
二
～
七
八
ペ
ー
ジ
︑

中
田
潤
﹁
国
防
軍
の
犯
罪
と
戦
後
ド
イ
ツ
の
歴
史
認
識
﹂﹃
茨
城
大

学
人
文
学
部
紀
要　

社
会
科
学
論
集
﹄
第
三
五
号
（
二
〇
〇
一
年
九

月
（
一
～
一
八
ペ
ー
ジ
が
あ
る
︒

（
７
（ 

近
年
出
版
さ
れ
た
大
部
の
研
究
にJohannes H

ürter, H
itlers 

H
eerführer. D

ie deutschen O
berbefehlshaber im

 K
rieg gegen die 

Sow
jetunion 1941/42, 2. A

ufl., M
ünchen: R

. O
ldenbourg V

erlag, 

2007; D
ieter P

ohl, D
ie H

errschaft der W
ehrm

acht. D
eutsche 

M
ilitärbesatzung und einheim

ische B
evölkerung in der 

Sow
jetunion 1941-1944, M

ünchen: R
. O

ldenbourg V
erlag , 2008; 

F
elix R

öm
er, D

er K
om

m
issarbefehl. W

ehrm
acht und N

S-
Verbrechen an der O

stfront 1941/42, Paderborn u. a. : Ferdinand 
Schöningh, 2008; C

hristian H
artm

ann, W
ehrm

acht im
 O

stkrieg. 
Front und m

ilitärisches H
interland 1941/42, M

ünchen: R
. 

O
ldenborg V

erlag, 2009

が
あ
る
︒

（
８
（ 

V
enceslav G

lišić, D
er Terror und die Verbrechen des 

faschistischen D
eutschland in Serbien 1941 bis 1944, phil. D

iss., 

H
um

boldt-U
niversität B

erlin, 1968

が
︑
報
復
政
策
を
は
じ
め
と

す
る
セ
ル
ビ
ア
で
の
ド
イ
ツ
の
対
抵
抗
運
動
テ
ロ
政
策
の
全
体
像
を

初
め
て
提
示
し
た
研
究
で
あ
る
一
方
︑C

hristopher R
. B

row
ning, 

“W
ehrm

acht R
eprisal P

olicy and M
ass M

urder of Jew
s in 

S
erbia ”, in: M

ilitärgeschichtliche M
itteilungen, 33(1983), S

. 
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3
3

-4
7

と

W
alter M

an
o

sch
ek

, “Serbien ist judenfrei”. 
M

ilitärische Besatzungspolitik und Judenvernichtung in Serbien 
1941/42, M

ünchen: R
. O

ldenbourg V
erlag, 1993; 2. A

ufl., 1995

は
︑
国
防
軍
が
︑
セ
ル
ビ
ア
の
﹁
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
﹂
を
報
復
政
策
と

結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
解
決
﹂
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
︒
マ
ノ
シ
ェ
ク
は
こ
の
研
究
を
基
に
﹁
国
防
軍
展
示
会
﹂
で

“Serbien. Partisanenkrieg 1941”

の
部
分
を
担
当
し
た
︒

（
９
（ H

ans-Erich Volkm
ann, “D

ie N
S-W

irtschaft in Vorbereitung 
des K

rieges”, in: D
as D

eutsche Reich und der Zw
eite W

eltkrieg, 
hrsg. vom

 M
ilitärgeschichtlichen Forschungsam

t, B
d. 1: 

U
rsachen und Voraussetzungen der deutschen K

riegspolitik, 
Stuttgart: D

eutsche Verlags-A
nstalt, 1979, S. 254-259.

（
10
（ D

etlev Vogel, “D
eutschland und Südosteuropa. Von 

politisch-w
irtschaftlicher E

influßnahm
e zur offenen 

G
ew

altanw
endung und U

nterdrückung”, in: D
er Zw

eite 
W

eltkrieg. Analysen-G
rundzüge-Forschungsbilanz, hrsg. von 

W
olfgang M

ichalka, M
ünchen / Zürich: Piper, 1990, S. 533; 

G
riff nach Südosteuropa. N

eue D
okum

ente über die Politik des 
deutschen Im

perislism
us und M

ilitarism
us gegenüber 

Südosteuropa im
 zw

eiten W
eltkrieg, hrsg. von W

olfgang 
Schum

ann, B
erlin: V

EB
 D

eutscher Verlag der W
issenschaften, 

1973, S. 10-15.

（
11
（ H

ans-Jürgen Schröder, “D
er A

ufbau der deutschen 
H

egem
onialstellung in Südosteuropa 1933-1936”, in:  H

itler, 

D
eutschland und die M

ächte. M
aterialien zur Außenpolitik des 

D
ritten Reiches, hrsg. von M

anfred Funke, D
üsseldorf: D

roste 
Verlag, 1976, S. 761.

（
12
（ Volkm

ann, “D
ie N

S-W
irtschaft in Vorbereitung des 

K
rieges”

（
註
9
参
照
（, S. 345-346.

（
13
（ R

oland Schönfeld, “D
eutsche R

ohstoffsicherungspolitik in 
Jugoslaw

ien 1934-1944”, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 
24. Jg. / H

eft.3 (1976), S. 223-234; Sabine R
utar, “A

rbeit und 
Ü

berleben in Serbien. D
as K

upfererzbergw
erk B

or im
 Zw

eiten 
W

eltkrieg”, in: G
eschichte und G

esellschaft, 31. Jg. / H
eft 

1(2005), S. 101-134

は
︑
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
の
戦
争
経
済
へ
の
労
働

投
入
を
扱
っ
た
研
究
で
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
が
殆
ど
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
な
い
現
状
を
指
摘
し
た
上
で
︑
ボ
ル
銅
山
へ
の
労
働
力
投
入
の

実
態
を
示
し
︑
被
占
領
者
の
抵
抗
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い

る
︒

（
14
（ M

ira K
olar-D

im
itrijević, “M

ovem
ent of Labour Force 

betw
een the Third R

eich and Yugoslavia (1933-1941)”, in: The 
Third Reich and Yugoslavia 1933-1945, B

elgrade: Institute for 
C

ontem
porary H

istory, 1977, pp. 335-355. 

（
15
（ Europa unterm

 H
akenkreuz. D

ie O
kkupationspolitik des 

deutschen F
aschism

us (1938-1945). A
chtbändige D

oku-
m

entenedition, hrsg. vom
 B

undesarchiv, B
d. 6: D

ie 
O

kkupationspolitik des deutschen Faschism
us in Jugoslaw

ien, 
G

riechenland, A
lbanien, Italien und U

ngarn (1941-1945), B
erlin 
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/ H
eidelberg: H

üthig Verlagsgem
einschaft, 1992, S. 29-30; 

Vogel, “D
eutschland und Südosteuropa”

（
註
10
参
照
（, S. 534.

（
16
（ D

etlef Vogel, “D
as E

ingreifen D
eutschlands auf dem

 
B

alkan”, in: D
as D

eutsche Reich und der Zw
eite W

eltkrieg, hrsg. 
vom

 M
ilitargeschichtlichen Forschungsam

t, B
d. 3: D

er 
M

ittelm
eerraum

 und Südosteuropa. Von der “non belligeranza” 
Italiens bis zum

 K
riegseintritt der Vereinigten Staaten, Stuttgart: 

D
eutsche Verlags-A

nstalt, 1984, S. 419-423, S. 436-440.

（
17
（ Politisches A

rchiv des A
usw

ärtigen A
m

tes

（
以
下PA

-A
A

と
略
記
（, R

29662, Jug. Erklärung an Ital. G
esandten in B

elgrad, 
30. 3. 1941.

（
18
（ Akten zur deutschen ausw

ärtigen Politik 1918-1945, Serie 
D

, B
d. X

II/1, G
öttingen: Vandenhoeck &

 R
uprecht, 1969, S. 

307-308, D
ok. 217, 27. 3. 1941.

（
19
（ K

laus O
lshausen, Zw

ischenspiel auf dem
 Balkan. D

ie 
deutsche Politik gegenüber Jugoslaw

ien und G
riechenland von 

M
ärz bis Juni 1941, Stuttgart: D

eutsche Verlags-A
nstalt, 1973, S. 

154.

（
20
（ 

ド
イ
ツ
の
セ
ル
ビ
ア
占
領
政
策
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
研
究
の

う
ち
︑
経
済
的
側
面
を
扱
っ
たK

arl-H
einz Schlarp, W

irtschaft 
und B

esatzung in Serbien 1941-1944. E
in B

eitrag zur 
nationalsozialistischen W

irtschaftspolitik in Südosteuropa, 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1986

で
は
︑
セ
ル
ビ
ア
で
の
経
済

政
策
は
全
体
と
し
て
は
成
功
し
た
と
は
言
え
な
い
と
評
価
さ
れ
て
い

る
︒
そ
の
原
因
と
し
て
︑
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
と
の
経
済
的
な
結
び

つ
き
が
強
ま
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
戦
争
を
仕
掛
け
︑
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
と
い
う
地
域
の
経
済
的
一
体
性
を
破
壊
し
た
と
い
う

前
提
だ
け
で
な
く
︑
抵
抗
運
動
と
そ
の
弾
圧
策
が
及
ぼ
し
た
負
の
影

響
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

（
21
（ D

er Prozeß gegen die H
auptkriegsverbrecher vor dem

 
internationalen M

ilitärgerichtshof. N
ürnberg 14. N

ovem
ber 

1945-1. O
ktober 1946

（
以
下IM

T

と
略
記
（, B

d. 27, N
ürnberg, 

1948, S. 61-62, D
ok. 1195-PS, 12. 4. 1941. 

バ
ナ
ー
ト
に
は
ボ
ル

銅
山
が
あ
っ
た
︒

（
22
（ H

ans U
m

breit, “D
ie deutsche B

esatzungsverw
altung: 

K
onzept und Typisierung”, in: D

er Zw
eite W

eltkrieg

（
註
10
参

照
（,  S. 715, S. 720.

（
23
（ B

undesarchiv-M
ilitärarchiv

（
以
下B

A
-M

A

と
略
記
（, RW

 
40/1, B

efehl für die Einrichtung einer M
ilitärverw

altung in 
Serbien, 20. 4. 1941; M

bfh. in Serbien an O
B

 der 2. A
rm

ee, 22. 
4. 1941.

（
24
（ B

A
-M

A
, RW

40/2, M
bfh. in Serbien/K

doSt./Ia, [Verzeichnis 
von FK

 u. K
K

,] 1. 5. 1941; M
bfh. in Serbien / K

doSt. an alle FK
 

u. K
K

, 2. 5. 1941.
（
25
（ B

A
-M

A
, R

H
26-114/3, 714. ID

/Ia, Tätigkeitsberichte für 1. 
M

ai-31. Juli 1941, für A
ugust 1941 und für Septem

ber 1941.

（
26
（ B

A
-M

A
, R

W
40/5, L

age- und T
ätigkeitsbericht der 

A
bteilung Ia für A

ugust 1941, 5. 9. 1941; RW
40/186, B

fh. 
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Serbien/Verw
St., 4. Lagebericht, 6. 9. 1941.

（
27
（ B

A
-M

A
, R

H
26-114/3, 714. ID

/Ia, Tätigkeitsbericht, 1. 
M

ai-31. Juli 1941; M
anoschek, “Serbien ist judenfrei”, 2. A

ufl.

（
註
8
参
照
（, S. 30.  

（
28
（ PA

-A
A

, R
29663, B

enzler an A
A

, N
r. 562, 29. 8. 1941.

（
29
（ B

A
-M

A
, RW

40/11, B
fh. Serbien/K

doSt/Verw
St./Ia, A

usbau 
der serbischen G

endarm
erie, 6. 9. 1941.

（
30
（ B

A
-M

A
, RW

40/11, FK
809 an B

fh. Serbien/Ia, Lagebericht 
1. M

onatsdrittel, 8. 9. 1941; B
fh. Serbien/K

doSt./Ia an W
bfh. 

Sudost, Lagebericht für den Zeitraum
 v. 1.-10. 9. 41; FK

610/Ia 
an B

fh. Serbien/C
hef des G

enSt., B
erichterstattung über die 

politische Lage zum
 18. jd. M

ts., 18. 9. 1941. 

（
31
（ B

A
-M

A
, R

H
26-342/11, C

hef des O
K

W
/W

FSt/A
bt. L(IV

/
Q

u), K
om

m
unistische A

ufstandsbew
egung in den besetzten 

G
ebieten, 16. 9. 1941; Staatsarchiv N

urnberg

（
以
下StA N

ürnberg

と
略
記
（, N

bg. D
ok. N

O
K

W
-458, O

K
W

/W
FSt/A

bt. L(IV
/Verw.), 

G
eiselnahm

e, 28. 9. 1941.

（
32
（ 

ベ
ー
メ
は
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
継
続
裁
判
﹁
第
七
号
事
件
﹂
の
被

告
と
な
っ
た
が
︑
裁
判
が
始
ま
っ
て
間
も
な
い
一
九
四
七
年
五
月
二

九
日
に
自
殺
し
た
︒

（
33
（ B

A
-M

A
, R

H
26-342/13, B

ev. K
dr. G

en. in Serbien/III/C
hef 

M
il. V./Q

u, N
iederw

erfung kom
m

unistischer A
ufstands-

bew
egung, 10. 10. 1941.

（
34
（ 

セ
ル
ビ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
一
九
四
一
年
末
ま
で
に
男
性
が
︑
一

九
四
二
年
三
月
と
五
月
下
旬
の
間
に
女
性
と
子
供
が
殺
害
さ
れ
た

（M
anoschek, “Serbien ist judenfrei” ﹇
註
8
参
照
﹈（︒

（
35
（ Ebd., S. 186.

（
36
（ B

A
-M

A
, R

H
26-117/3, 717. ID

, Tagesm
eldungen vom

 15. 
10. 1941 u. 17. 10. 1941.

（
37
（ B

A
-M

A
, RW

40/12, K
K

I/832 an FK
610/B

fh. Serbien/Ia, 
20. 10. 1941; R

H
26-104/16, B

ericht über den Einsatz des I./I. R
. 

724 für die Zeit vom
 17. 10-25. 10. 1941, 27. 10. 1941.

（
38
（ B

A
-M

A
, R

H
26-104/16, B

ev. K
dr. G

en. in Serbien/III/C
hef 

M
il. V./Q

u, N
iederw

erfung der A
ufstandsbew

egungen in Serbien, 
25. 10. 1941.

（
39
（ 

B
A

-M
A

, R
W

2
9

/3
1

, W
eh

rw
irtsch

aftstab
 S

ü
d

o
sten

, 

Z
usam

m
enfassung M

onat O
ktober 1941.

（
40
（ B

A
-M

A
, R

H
26-114/6, 714. ID

/Ic, Stim
m

ungsbericht, 12. 3. 
1942; R

H
26-114/7, 714. ID

/Ic, Stim
m

ungsbericht, 12. 4. 1942. 

（
41
（ M

ark C
. W

heeler, Britain and the W
ar for Yugoslavia, 

1940-1943, N
ew

 York: C
olum

bia U
niversity Press, 1980, p. 172.

（
42
（ 

B
A

-M
A

, R
W

40/42, K
dr. G

en. u. B
fh. in Serbien/Ia an O

B
 

S
üdost, L

agebe richt für die Z
eit vom

 16. 5.-15. 6. 1943, 18. 6. 

1943.
（
43
（ 

チ
ェ
ト
ニ
ク
部
隊
が
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
と
の
協
力
関
係
を
疑
わ

れ
て
解
体
さ
れ
る
に
至
る
事
情
に
つ
い
て
は
︑
若
林
美
佐
知
﹁
ナ
チ

体
制
の
政
策
決
定
要
因
を
め
ぐ
る
一
考
察
│
ド
イ
ツ
占
領
下
セ
ル
ビ

ア
に
お
け
る
抵
抗
運
動
対
策
を
て
が
か
り
に
│
﹂﹃
現
代
史
研
究
﹄
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第
五
一
号
（
二
〇
〇
五
年
一
二
月
（
七
～
一
〇
ペ
ー
ジ
を
参
照
︒

（
44
（ B

A
-M

A
, RW

40/14, A
nl..3 zu B

ev. K
dr. G

en. in Serbien/Ia, 
G

rundsätzliche W
eisungen für den W

inter, 20. 12. 1941.
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